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Ⅸ 保 安 
 

74 保 安 の 責 任 

  当社は，需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社

 の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

75 調 査 

(1)  当社は，法令で定めるところにより，お客さまの電気工作物が技術基準

  に適合しているかどうかを調査いたします。 

   なお，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2)  調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ 

る場合には，その一部を省略することがあります。 

イ  絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3)  当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその

  旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ

  き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，

  お客さまにお知らせいたします。 

   なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

  を記載した文書により，原則として調査時に行ないます。 

 

76 調査等の委託 

(1)  当社は，75（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受 

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあ 

ります。 

(2)  当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委 

託した業務内容等を記載した文書等により，お客さまにお知らせいたしま

  す。 
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77 調査に対するお客さまの協力 

(1)  お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完

  成したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していた

  だきます。 

(2) 当社は，75（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

  お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

78 保安に対するお客さまの協力 

(1)  次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただ 

  きます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

  イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に

   異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあ

   ると認めた場合 

  ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，また

   は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影

   響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件（発電設備を

  含みます。）の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめそ

  の内容を当社に通知していただきます。また，物件の設置，変更または修

  繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすことと

  なった場合には，すみやかにその内容を当社に通知していただきます。こ

  れらの場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，お客さ

  まにその内容の変更をしていただくことがあります。 

 

79 自家用電気工作物 

 お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については，この離島約款

 のうち次のものは，適用いたしません。 

(1)  75（調査） 

(2)  76（調査等の委託） 
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(3)  77（調査に対するお客さまの協力） 


